
区域計画の変更内容（案） 

 
２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 
（２）名称：国家戦略特別区域高度医療提供事業 

   内容：病床規制に係る医療法の特例 

     （国家戦略特別区域法第 14条に規定する国家戦略特別区域高度医療提供事業） 

 地方独立行政法人福岡市立病院機構が、福岡市立こども病院（福岡市）にお

いて、高度な技術と経験を要する双胎間輸血症候群（TTTS）における胎児鏡下

胎盤吻合血管レーザー凝固術（FLP）による治療の実施及びその周産期管理を

行うため、新たに病床６床を整備する。【平成 27年度中に実施】 

 

３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 
  区域計画の実施により、ＭＩＣＥの誘致等を通じたイノベーションの推進及び新たなビ

ジネス等の創出が促されるとともに、高度医療の提供による都市の魅力向上を通じて、

福岡市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成に相当程度寄

与する。 
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